
令和７年度 愛知労働局労働基準部監督課
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労働基準法の基礎知識

「これってあり？ まんが 知って役立つ労働法 Ｑ＆Ａ」

の労働基準法関連ページ（抜粋）から構成しています

まんが全体版
（最新:令和7年4月更新版）



労働法とは？

労働基準法

男女雇用

機会均等法

労働者災害
補償保険法

労働安全衛生法

労働契約法

最低賃金法

■ 労働に関係する法律（労働法）には、以下のものがあります。

本日は、主に労働基準法について、全般的な説明をします。その他の法令事項等についても、参考として、若干説明します。

育児・介護休業法
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など

はじめに



労働基準法などの労働法が適用される人は？

■労働基準法などの労働法は、正社員の他、

① アルバイトやパートタイム労働者（働く時間が短い労働者）

② 派遣社員（派遣会社と労働契約を結んで、別の会社に派遣されて働く労働者）

③ 契約社員（あらかじめ契約期間が定められている労働者）

などの名称を問わず、すべての「労働者」に適用されるルールです。

※ 一方、事業主は基本的に労働法の適用はありません。

「請負」、「業務委託」 、「フリーランス」など、注文者から受けた仕事の

完成に対して報酬が支払われる契約により働く場合は、注文者の指揮命令を

受けない「事業主」として取り扱われるため、労働法の保護を受けられません。

ただし、契約の名称にかかわらず、その実態から、「労働者」であると判断

されれば、労働法の保護を受けることができます。
最終的には

実態判断です！
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☞ 労働者性：使用従属性（仕事の諾否の自由、具体的な指揮命令、時間的・場所的拘束性

の強さ等）他の実態から総合的に判断

Ｑ10のＡ（Ｐ4右）

も見てね！参考：フリーランス・トラブル110番 0120-532-110（運営事業者：第二東京弁護士会）

労働基準法などの労働法が適用される人は？
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※ 令和6年11月から「フリーランス・事業者間取引適正化等法」
（フリーランス新法）が施行されました。
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労働者 会社労 働 契 約

賃 金
（給料）

労働力

労働契約（イメージ図）

会社に発生するもの

・労働力の提供を受ける権利

・その対価として賃金を支払う義務

労働契約を結ぶと

労働者に発生するもの

・労働力を提供する義務（働く義務）

・その対価として賃金を受け取る権利
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契約である以上

① 会社（使用者）と労働者は対等

② お互いの合意によって成立

とは言え、

① 実際には立場の弱い労働者が、低賃金や長時間労働など劣悪な労働環境
で働かなくてもよいように、労働者を保護する目的でできたのが労働法

② 労働法の知識は、労働者自身の権利を守ることにつながる。
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ここまでが、本日の説
明の前振り部分です。
これから本格的な説明
に入ります。
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Ｑ２について【労働条件の明示】
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令和６年4月改正版

厚生労働省のホームページに、モデル労働条件通知書が掲載されていますので、ご活用ください。
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「シフト制」始業・終業時刻などの明示方法

「シフト制」とは

労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間（1週間、1か月など）ごとに作成

される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態

■ 始業・終業時刻

労働契約の締結時点で、既に始業・終業時刻が確定している日については、労働日ごとの始業・終業時刻を明記するか、

原則的な始業及び終業時刻を記載した上で、労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等を併せて労働者に

交付する必要があります（単に「シフトによる」と記載するのでは足りません。）。

■ 休日

労働契約の締結時点において、具体的な曜日等が確定していない場合でも、休日設定にかかる基本的な考え方などを明示

する必要があります。

「「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項」より

トラブル防止の観点

上記の明示事項に加え、シフトの作成・変更のルールを具体的・明確に定めるほか、一定の期間において労働する可能性があ

る最大の日数、時間数、時間帯 （例：「毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する」など）、また、一定の

期間において目安となる労働日数、労働時間数に併せ、最低限労働する日数、時間数など、その基本的な考え方を定めること

がトラブル防止につながります。

シフトの変更

一旦シフトを確定させた後に、当該シフト上の労働日や労働時間等を変更することは、基本的に、労働条件の変更に該当

するため、使用者・労働者の合意が必要です。

明示方法

その他
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労働契約法

労働条件の最低基準
を定めた、罰則もあ
る労働基準法とは違
います。
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参考

令和4 986 31 R4.10.1

令和5 1027 41 R5.10.1

令和6 1077 50 R6.10.1

愛知県最低賃
金の歴史です。
近年は、毎年
１０月１日に
改定していま
す。

Ｑ４について【最低賃金】
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税 金

• 所得税

• 地方税など

• 雇用保険料

• 健康保険料

• 年金保険料など

社会保険
• 社宅費

• 食費

• 組合費など

労使協定

（※）控除が認められているもの

未成年であっても
親が受け取ること
はできません。

（※）

Ｑ５について【賃金の支払い】
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Ｑ６について【割増賃金】

【時間外労働と深夜労働の考え方】

時給1,500円

時給1,800円

時給1,200円
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労働者への周知義務
もありますよ。

労働時間、休日

休憩時間
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上限規制

 建設事業
災害の復旧・復興の事業に関しては、上記②③
は適用されません。

 自動車運転の業務
・月45時間超が年6か月までという規制は適用さ
れません。
・上記①は年960時間以内となります。
・上記②③は適用されません。

 医師については、省令に詳細な規定があります。
 新技術・新商品などの研究開発業務については、

上限規制は適用されません。

①

②

③
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平成12.3.9 最高裁 三菱重工業長崎造船所事件

（要旨）労働基準法第32条にいう労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時
間をいい、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと
評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則の定めい
かんにより決定されるべきものでないと解するのが相当である。そして、労働者が就業を命じら
れた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、または、これを
余儀なくされた時は、当該行為を所定時間外に行うものとされている場合であっても、当該行為
は、特段の事情がない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行
為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時
間に該当すると解される。

 労働時間とは

まずは労働時間
の適正把握から。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン（厚生労働省 平成29年1月）

・労働時間を適正に把握するための具体的な方法を明らかにしたもの
・タイムカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録その他適切な方法

による記録を基礎として確認する方法を示している
・管理監督者、裁量労働制労働者等の一部の労働者を除く一般労働者が対象
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長時間労働者に対する面接指導等の実施

Ｑ12のＡ（Ｐ27右）

も見てね！
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Ｑ７について【年次有給休暇】
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10/1～翌9/30までの１年間に５日
取得時季を指定しなければならない。

年５日の年休の取得
時季指定については、
2019年（平成31年）
４月に施行されまし
た。

（注） １） 「対象労働者」は「常用労働者」から「パートタイム労働者」を除いた労働者である。
２） 「付与日数」には、繰越日数を含まない。「取得率」は、全取得日数／全付与日数×１００（％）で算出しており、1人平均の取得日数及び付与日数から算出した結果と必ずしも一致しない。
３） 平成18年以前の調査対象：「本社の常用労働者が30人以上の民営企業」→平成19年以降の調査対象：「常用労働者が30人以上の会社組織の民営企業」

→平成26年以降の調査対象：「常用労働者が30人以上の民営法人」（※医療法人等の会社組織以外の法人を調査対象に加えた）。さらに、複合サービス事業を調査対象に加えた。

資料出所 厚生労働省｢就労条件総合調査｣（平成11年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」による）

令和４年の年次有給休暇の取得率は62.1％と、昭和59年以降過去最高
となったものの、依然として、政府目標である70%とは乖離がある。

年次有給休暇の取得率等の推移（全国） 企業規模別
（令和４年）

付
与
日
数
・
取
得
日
数

取
得
率



 時間単位の年次有給休暇とは
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企業規模計

時間単位の年次有給休暇制度導入率の推移（企業規模別）

労働基準法は、年次有給休暇の付与を原則として1日単位としています。
しかし、事業場で労使協定（労働基準監督署への届出不要）を締結することによって、時間単位で

年次有給休暇を取得することができます（時間単位年休）。
時間単位年休は、例えば、通院、子どもの学校行事、官公署への諸届けなど必要な時間分だけ取得

できるため、多様なニーズに柔軟に対応することができます。
ただし、年次有給休暇の本来の趣旨を損なわないようにするため、時間単位年休は労働者の希望が

あることが前提となっており、また、その上限は１年で5日分までとされています。

学生アルバイトも
時間単位年休がと
れる労使協定があ
ると便利だね。

資料出所 厚生労働省「就労条件総合調査」 （調査対象：常用労働者が30人以上の民営法人）
（注） 時間単位の年次有給休暇制度は平成22年４月１日から施行（労働基準法第39条第４項）
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過労死等防止啓発月間

Ｑ12について【過労死等の防止】
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労働契約法

労働基準法の基礎知識
労働基準法の基礎知識Ｑ13について【解雇】
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民 法

参考（労働基準法）：有期労働契約についての暫定措置

Ｑ14について【自己退職】
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無期契約の場合、民法627条第１項の規定によれば、退職届を提出して２週
間経過すれば退職できることになりますが、わが社の就業規則では、 「退職の
申し出は退職日の１か月前までにしなければならない」 と定められています。

民法の規定と就業規則の定めは、どちらが優先するのですか。

就業規則で 「退職の申し出は退職日の１か月前までにしなければならない」
と定めている場合ですが、民法の規定を任意規定と解して、就業規則の定めが
優先するとの見解がある一方で、裁判例（昭51.10.29 東京地裁 高野メリヤ
ス事件）では、民法を強行規定と解するものがあります。

この裁判例によれば、退職届を提出して２週間経過すると、使用者の承諾が
なくとも退職の効力が発生することとなりますが、どちらが優先するかについ
ては、最終的には個別判断（就業規則の定めに合理的理由があるか否か）にな
ります。

 自己退職：民法と就業規則（どちらが優先？）
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就業規則で定める
基準に達しない労
働契約は、その部
分は無効です。

就業規則

その他

Ｑ２のＡ（Ｐ７右）の下の方も見てね！
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（労働基準法第91条） 制裁規定の制限

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給

は、１回の額が平均賃金の１日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における

賃金総額の10分の１を超えてはならない。

（労働基準法第26条） 休業手当
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業

期間中、当該労働者に、平均賃金の６割以上の手当を払わなければならな

い。

（労働安全衛生法第66条の８の３） 労働時間の状況の把握

面接指導の実施のため、タイムカードによる記録、パソコンなどの使用時間
（ログインからログアウトまで）の記録等、客観的な方法その他適切な方法に
より、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。

その他の重要知識

（労働基準法第109条） 記録の保存
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他

労働関係に関する重要な書類を５年間保存しなければならない。
（注１）労働基準法第143条の規定により、当分の間、3年間とされている。

（注２）労働関係に関する重要な書類には、タイムカード等の労働時間の記録、労使協定の協定書などが含まれる。

（注３）所得税法第231条の規定により、給与支払明細書の交付が義務付けられている。
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平均賃金＝
算定事由以前３か月の総賃金
算定事由以前３か月の総日数

平均賃金

※ 算定事由以前３か月に事由発生当日は含まない（事由の発生した日の前日から起算）。

※ 賃金締切日がある場合（普通はある）は、直前の賃金締切日から起算する。

例：事由発生日 ８月８日 賃金締切日 毎月20日

① 雇入日 ４月１日 ⇒ 上記の分母 ４月21日～７月20日

② 雇入日 ５月28日 ⇒ 上記の分母 ５月28日～７月20日

雇入後３か月に満たない者は、雇入日から直前の賃金締切日までの期間

③ 雇入日 ６月28日 ⇒ 上記の分母 ６月28日～８月７日

雇入後一賃金締切期間の経過していない者は、算定事由以前の全期間

最低保障額あり（日給制、時間給制の場合は総労働日数で除した金額の６割 等）



最高裁の考えでは

『使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者

の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害

行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程

度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地

から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し

右損害の賠償又は求償の請求をすることができる』

というのが基本方針です。

（最一小判昭51.7.8 茨城石炭商事事件）

• スタッフ・アルバイトだけに一方的に責任を押し付けることはできません。

• 業務で起こり得る損害を、従業員にだけ押し付けるのは不公平です。

この裁判では、結論的に
損害額の4分の1の限度
で請求を認容しました。
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仕事の失敗ってだれの責任？



人間関係からの切離し

精神的な攻撃をする 過大な要求をする 過小な要求と評価

詳しくは･･･厚生労働省ホームページ「あかるい職場応援団」
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/

身体的な攻撃をするプライバシーの侵害
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例えば、こんな行為が該当します

※厚生労働省はパワーハラスメントの代表的な言動 

として、６つの類型を示しています。 

パワーハラスメントの６類型
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愛知労働局 令和５年度個別労働関係紛争解決制度の施行状況

労働相談件数

ご聴講いただ
き、
ありがとうござ
いました。



各種お問い合わせ先
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労働基準法の基礎知識

参考1：労働条件相談ほっとライン 0120-811-610（厚生労働省委託事業）平日17～22時 休日9～21時

参考2：フリーランス・トラブル110番 0120-532-110（運営事業者：第二東京弁護士会）
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さいごに

労働（仕事）とは ・・

人生において、あなたと労働（仕事）は、切っても切れない「間柄」になります。

あなたの答えを見つけてください。


